
17 市役所の住所は〒371-8601 前橋市大手町二丁目12-1です

日
時
＝
１
月
15
日
・
２
月
19
日
・
３
月

12
日
�
、
午
前
10
時
〜
午
後
２
時

会
場
＝
第
二
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー（
朝
日
町
三
丁
目
）

対
象
＝
小
４

〜
小
６
、
二
十
四
人（
抽
選
）。
１
月
５

日
�
午
前
10
時
に
公
開
抽
選
　
内
容

＝
中
華
料
理
、
ハ
ン
バ
ー
グ
な
ど
の

調
理
　
参
加
費
＝
千
五
百
円
　
申
し

込
み
＝
１
月
４
日
�（
必
着
）ま
で
に

往
復
ハ
ガ
キ
で（
一
人
一
通
）。
住
所
・

氏
名（
ふ
り
が
な
）・
学
校
名
・
学
年
・

電
話
番
号
を
明
記
し
、
〒
３
７
１
―

０
０
１
３
前
橋
市
西
片
貝
町
五
丁
目

七
・
児
童
文
化
セ
ン
タ
ー「
料
理
ク
ラ

ブ
係
」（
�
２
２
４
―
２
５
４
８
）
へ

保
護
者
の
子
育
て
に
対
す
る
経
済

的
な
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
就
学

前
の
第
三
子
以
降
の
認
可
外
保
育
施

設
利
用
料
相
当
額
を
補
助
し
ま
す
。

今
回
は
一
月
分
か
ら（
大
胡
・
宮
城
・

粕
川
地
区
の
人
は
、
十
二
月
五
日
以

降
）
十
二
月
分
ま
で
の
利
用
料
が
対

象
で
す
。

対
象
＝
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す

人
。
�
本
市
に
住
民
登
録
し
て
い
る

�
対
象
児
童
が
就
学
前
で
第
三
子
以

降
�
同
一
世
帯
で
子
を
三
人
以
上
扶

養
�
運
営
状
況
の
報
告
な
ど
を
し
て

い
る
認
可
外
保
育
施
設
（
市
外
を
含

む
）
を
利
用
し
利
用
料
を
支
払
い
済

み
　
補
助
金
額
＝
月
額
二
万
七
千
円

（
日
額
千
百
円
）
ま
で
で
実
際
に
支

払
っ
た
利
用
料
額
　
申
し
込
み
＝
１

月
４
日
�
〜
31
日
�
に
印
鑑
、
該
当

児
童
の
戸
籍
の
全
部
事
項
証
明
書（
戸

籍
謄
本
。
た
だ
し
、
前
回
提
出
済
み

の
人
は
不
要
）・
利
用
料
の
領
収
書（
利

用
児
童
、
利
用
施
設
、
月
単
位
や
日

単
位
な
ど
の
利
用
形
態
・
利
用
日
な

ど
が
分
か
る
も
の
）・
保
護
者
名
義
の

預
金
通
帳
を
用
意
し
て
市
役
所
児
童

家
庭
課（
�
８
９
０
―
６
２
６
８
）ま

た
は
大
胡
・
宮
城
・
粕
川
支
所
へ
直
接

□
理
科
自
由
研
究
の
優
秀
作
品
展

期
間
＝
12
月
18
日
�
〜
１
月
14
日
�

（
12
月
27
日
�
〜
１
月
４
日
�
を
除

く
）

内
容
＝
理
科
自
由
研
究
発
表

会
で
の
中
学
生
の
優
秀
作
品
を
展
示

明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会
で
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協
力
員
を
募
集
。

明
る
い
選
挙
の
実
現
と
投
票
総
参
加

を
目
指
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
啓
発
活
動

を
実
施
し
ま
す
。

対
象
＝
選
挙
・
政
治
に
関
心
の
あ
る

人
　
内
容
＝
選
挙
時
の
街
頭
啓
発
・

パ
レ
ー
ド
へ
の
参
加
な
ど
　
申
し
込

み
＝
ハ
ガ
キ
で
。
住
所
・
氏
名
・
年

齢
・
電
話
番
号
を
明
記
し
、
市
役
所

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
内
「
前
橋

市
明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会
」（
�
８

９
０
―
６
７
４
２
）
へ

前
橋
市
議
会
議
員
選
挙
（
前
橋
・

大
胡
・
宮
城
・
粕
川
選
挙
区
）
に
立

候
補
を
予
定
し
て
い
る
人
や
関
係
者

へ
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
１
月
24
日
�
午
後
１
時
30
分

会
場
＝
県
市
町
村
会
館（
元
総
社
町
）

問
い
合
わ
せ
＝
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
�
８
９
０
―
６
７
４
２

平
成
十
七
年
か
ら
消
費
税
課
税
事

業
者
と
な
る
人
は
、
一
月
か
ら
毎
日

の
記
帳
や
書
類
の
保
存
が
必
要
で
す
。

こ
れ
が
な
い
と
、
例
え
ば
簡
易
課
税

制
度
を
選
択
し
て
い
な
い
人
は
、
仕

入
れ
や
経
費
を
支
払
う
と
き
の
消
費

税
分
を
控
除
で
き
ま
せ
ん
。
忘
れ
ず

に
記
帳
と
書
類
の
保
存
を
し
て
く
だ

さ
い
。

な
お
、
課
税
事
業
者
届
出
書
を
提

出
し
て
い
な
い
人
は
早
め
に
提
出
を
。

ま
た
、
簡
易
課
税
制
度
を
選
択
す
る

人
は
「
簡
易
課
税
制
度
選
択
届
出
書
」

の
提
出
も
必
要
で
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
前
橋
税
務
署
�

赤
城
山
で
は
、
一
月
上
旬
に
な

る
と
大
沼
が
結
氷
し
、
ワ
カ
サ
ギ

の
穴
釣
り
が
楽
し
め
ま
す
。ま
た
、

降
雪
を
待
っ
て
ス
キ
ー
場
も
オ
ー

プ
ン
予
定
。
釣
り
用
テ
ン
ト
や
ス

キ
ー
用
具
は
借
り
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

な
お
、
道
路
が
凍
結
し
て
い
ま

２
２
４
―
４
４
２
２
へ
。

◆
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第
四

期
、
国
民
健
康
保
険
税
第
六
期
＝
12

月
27
日
�
ま
で
　
◆
旧
宮
城
村
で
賦

課
さ
れ
た
住
民
税
（
普
通
徴
収
）
第

四
期
、
国
民
健
康
保
険
税
第
六
期
＝

12
月
20
日
�
ま
で

す
の
で
、
滑
り
止
め
の
用
意
を
忘

れ
ず
に
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
観
光
協
会（
役

場
産
業
課
内
�
２
８
８
―
２
２
１

１
）
へ
。

み
ん
な
で
楽
し
く

小
学
生
料
理
ク
ラ
ブ

認
可
外
の
保
育
施
設

利
用
料
を
補
助

児
童
文
化
セ
ン
タ
ー

�
２
２
４
―
２
５
４
８

市
議
選
の
立
候
補
者

説
明
会
を
開
き
ま
す

啓
発
活
動
な
ど

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

課
税
事
業
者
は

記
帳
や
書
類
保
存
を

12
月
の
納
税

学
校
給
食
の
円
滑
な
運
営
を
図

る
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
＝
本
市
に
引
き
続
き
三
カ
月

以
上
住
所
が
あ
る
二
十
歳
以
上
で

本
市
の
他
の
審
議
委
員
な
ど
に
な

っ
て
い
な
い
人
、
二
人
（
選
考
）

任
期
＝
一
年
　
申
し
込
み
＝
十
二

月
二
十
日
�
〜
一
月
十
一
日
�
に

所
定
の
申
込
用
紙
に
記
入
し
市
役

所
教
育
委
員
会
総
務
課
（
�
８
９

０
―
５
８
１
０
）
へ
郵
送
ま
た
は

直
接

ご
応
募
く
だ
さ
い

学
校
給
食
の
運
営
委
員

雪
化
粧
の
赤
城
山
で

冬
の
レ
ジ
ャ
ー
満
喫

楽しみな給食の時間


